
リスク管理態勢
　金融機関を取り巻く環境は、一段と複雑化・多様化しており、金融機関経営におけるリスク管理
の重要性が高まっています。
　足利小山信用金庫では、リスク管理態勢の強化を経営の重要課題と位置づけ、経営陣が積極的
に関与し、ALM委員会およびリスク管理検討部会ならびに理事長を委員長とするリスク管理委員会
のもとで主管部署が中心となり業務運営に関わるリスク管理に取り組んでいます。

　統合的リスク管理
　統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリスク
に関して、自己資本比率の算定に含まれないリスク

（与信集中リスク、銀行勘定における金利リスク等）も
含めて、それぞれのリスク・カテゴリー（信用リスク・
市場リスク・流動性リスク・オペレーショナルリスク）
ごとのリスクを総体的に捉え、自己資本と比較対照し
て管理することをいいます。

　当金庫では、「統合的リスク管理規程」を定め、各種
業務執行に伴い発生するさまざまなリスクを正しく把
握し、個別の方法で質的または量的に評価したうえで
経営体力（自己資本）と対照することによって金庫全
体のリスクの程度を判断し的確な対応を行うなど、統
合的リスク管理機能の実効性を確保しています。
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統合的リスク管理体制図� （平成23年6月末現在）
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　危機管理態勢
　当金庫では、万一不測の事態が発生した場合に、
その対策等を予め定め、お客さまに与える影響を最
小限に抑え、迅速かつ適切な対応が図れるように、危
機管理計画（コンティンジェンシープラン）において予
想される事態への対応をマニュアル化しています。

リスク管理委員会との関係

危機管理計画の体系図

不測の事態発生時にリスク管理委員会がそのまま
対策本部となる。また、終息後再発防止策や改善
策を検討する。

対策本部として、危機管理計画の
実行と危機の終息までの管理

リスクの認識から
危機発生までの管理リスク管理委員会

対策本部

危機管理計画

危機管理計画（システム障害対応編）

オンライン障害時の事務取扱要領　
（手作業マニュアル）

危機管理計画（災害対応マニュアル編）

危機管理計画（新型インフルエンザ対応編）

流動性危機管理対応マニュアル

風評リスク管理マニュアル

個人情報漏洩事案等対応マニュアル

情報漏洩事案･風評リスク等緊急時における
マスコミ等広報対応マニュアル

大規模災害時の事務取扱要領

○信用リスク管理
信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などによ
り、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。

（詳細は27頁および39頁をご参照ください）

○市場リスク管理
市場リスクとは、金利、為替、株式等の変動により損失を被
るリスクであり、運用にあたっては十分配慮し安定的な収益
確保に努めています。

（詳細は27頁をご参照ください）

○流動性リスク管理
流動性リスクとは、必要な資金が確保できなくなる資金繰り
リスクと、市場の混乱等により損失を被る市場流動性リスク
をいい、当金庫では、安定的な資金繰り体制を整備すること
で、不測の事態にも迅速・適切な資金対応が図れるよう努
めています。

（詳細は27頁をご参照ください）

■オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、金融機関の内部管理体制の
不備や災害時の外生的事象から生じる損失に係るリスクの
ことで、以下に掲げる「事務リスク」「システムリスク」「風評リ
スク」「法務リスク」「人的リスク」「有形資産リスク」等を総称
したリスクです。

◦事務リスク管理
事務上のミスや不正により損失を被るリスクのことで、当金庫で
は、「事務リスク管理要領」等を定め、常に事務リスク発生の危険
度を把握し、各種事務取扱規程・要領等の整備、指導を図るとと
もに、厳正な事務管理に努めています。また、監査部による本部、
営業店への内部監査を実施し、規程・要領の遵守状況をチェック

するとともに、事故を未然に防ぐための管理態勢が確実に機能し
ているか否かを厳正に監査し、事務の正確性維持および事故防止
を図っています。
◦システムリスク管理

コンピュータシステムのダウン・誤作動、情報資産の漏洩等によ
り損失を被るリスクのことで、当金庫では、「システムリスク管理
要領」等を定め、システムの安全性、信頼性を維持し、情報資産
の保護に努めています。

◦風評リスク管理
金融機関の評判の悪化や風説の流布等により信用が低下すること
により損失を被るリスクのことで、当金庫では、「風評リスク管理要
領」等を定め、経営の維持安定に努めています。
◦法務リスク管理

金庫経営、金庫取引等に係る法令・庫内規程等に違反する行為
ならびにその恐れのある行為が発生することにより、当金庫の信
用の失墜を招き、当金庫が損失を被るリスクのことで、当金庫では、

「法務リスク管理要領」等を定め、企業倫理の確立と法令等遵守の
企業風土を醸成し、もって信用の維持、確保に努めています。

◦人的リスク管理
当金庫全役職員に起因する事象による経営資源の脆弱化、信用
失墜により金庫が損失を被るリスクのことで、当金庫では、「人的
リスク管理要領」等を定め、円滑な業務運営を果たすための態勢
を整備、業務の適切性確保に努めています。

◦有形資産リスク管理
災害や資産管理の瑕疵などの結果、有形資産の毀損や職場環境
の質の低下などにより当金庫が損失を被るリスクのことで、当金
庫では、「有形資産リスク管理要領」等を定め、有形資産・職場環
境等の点検を定期的に行い、リスクの低減を図ることに努めてい
ます。
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